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第 ２ 章  法 別 表 第 １ に 関 す る 基 準  

  

１  共 通 事 項   

 (1) 危 険 物 の 判 定   

   危 険 物 の 判 定 は ， カ リ ウ ム ， ナ ト リ ウ ム ， ガ ソ リ ン ， 灯 油 ，

軽 油 ， 重 油 等 法 別 表 第 １ 備 考 に お い て 定 義 さ れ て い る も の を

除 き ， 事 業 者 等 が 「 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令 等 の 一 部 を 改

正 す る 政 令 並 び に 危 険 物 の 試 験 及 び 性 状 に 関 す る 省 令 の 公 布

に つ い て 」 （ H1 危 11） に 基 づ く 確 認 試 験 を 実 施 し た 結 果 を 記

し た 確 認 試 験 結 果 報 告 書 （ 別 添 １ ） （ H5 危 21「 確 認 試 験 の 結

果 に 基 づ く 危 険 物 の 判 定 に つ い て 」 別 添 の 確 認 試 験 結 果 報 告

書 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ， 危 険 物 保 安 技 術 協 会 が 交 付 す る 危

険 物 デ ー タ ベ ー ス 登 録 確 認 書 （ 別 添 ２ ） （ H1 危 107「 危 険 物 デ

ー タ ベ ー ス の 運 用 に つ い て 」 別 紙 の 危 険 物 デ ー タ ベ ー ス 登 録

確 認 書 を い う 。 ） ， 危 険 物 判 定 資 料 （ H11 危 25） （ 資 料 １ ） そ

の 他 の 危 政 令 第 １ 条 の ３ か ら 第 １ 条 の ８ ま で に 規 定 す る 試 験

に お い て 危 険 物 で あ る こ と を 示 す 性 状 に つ い て 判 断 す る こ と

が で き る 資 料 に 基 づ き 判 定 す る も の と す る 。   

（ 留 意 事 項 ）   

危 険 物 デ ー タ ベ ー ス 登 録 確 認 書 の 交 付 日 ， 危 険 物 判 定 資 料 の 通 知 日

以 降 に 法 令 改 正 に よ り 危 険 物 の 定 義 が 変 わ っ て い る も の が あ る 。   

・  ヒ ド ロ キ シ ル ア ミ ン 等 を 第 ５ 類 に 追 加 （ H14.6.1）   

・  第 ４ 類 第 ４ 石 油 類 及 び 動 植 物 油 類 か ら 引 火 点 250℃ 以 上 の も の

を 除 外 （ ギ ヤ ー 油 ， シ リ ン ダ ー 油 を 除 く 。 ） （ H14.6.1）   

・  ジ ケ テ ン ， ア リ ル グ リ シ ジ ル エ ー テ ル を 第 ４ 類 か ら 第 ５ 類 へ 変

更 （ H22.9.1）   

 

 (2) 複 数 の 類 の 品 名 に 該 当 す る 物 品   

   複 数 の 類 の 品 名 に 該 当 す る 物 品 （ 以 下 「 複 数 性 状 物 品 」 と い

う 。 ） に つ い て は ， そ れ ぞ れ の 類 の 性 状 を 示 す か ど う か を 確

認 す る 必 要 が あ る こ と 。   

   な お ， 複 数 性 状 物 品 の 場 合 ， 確 認 試 験 結 果 報 告 書 等 の 提 出 に
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あ た っ て は ， 危 省 令 第 １ 条 の ４ に 規 定 す る 複 数 性 状 物 品 の 属

す る 品 名 に 係 る 確 認 試 験 結 果 等 を 提 出 す る こ と と な る こ と 。

（ H2 危 28）   

 (3) 既 往 の デ ー タ に よ る 判 定   

   物 品 を 構 成 す る 成 分 及 び 各 成 分 の 含 有 率 が 特 定 さ れ て お り ，

か つ ， 物 品 を 構 成 す る す べ て の 成 分 に つ い て そ の 性 状 が 明 ら

か な 場 合 等 に お い て は ， 既 往 の デ ー タ か ら 物 品 の 性 状 を 判 断

し て 差 し 支 え な い こ と 。 （ H1 危 64）   

 (4) ア ル コ ー ル 水 溶 液 等 の 濃 度 等 （ 危 省 令 第 １ 条 の ３ 第 ４ 項 ， 第

５ 項 ， 第 ６ 項 ， 第 ８ 項 ）  

   ア ル コ ー ル 水 溶 液 等 の 濃 度 等 （ ％ ） は ， 重 量 ％ を い う こ と 。

（ H1 危 14， 特 34）   

 (5) エ ア ゾ ー ル 製 品   

   エ ア ゾ ー ル 製 品 の 薬 剤 に は 危 険 物 に 該 当 す る も の が あ り ， 薬

剤 が 危 険 物 に 該 当 す る 場 合 は 消 防 法 令 の 規 定 の 適 用 が あ る こ

と 。 （ H11 危 61）   

 (6) 使 用 後 の 物 品 （ 廃 油 ）   

  ア  使 用 後 の 潤 滑 油 ， 絶 縁 油 ， 洗 浄 油 等 は ， 当 該 物 品 を 反 応 ，

混 合 さ せ る 場 合 を 除 き ， 使 用 前 の 品 名 と 同 じ も の と し て 取 り

扱 う こ と を 原 則 と す る 。   

  イ  給 油 取 扱 所 に お け る エ ン ジ ン オ イ ル の 廃 油 は ， 第 ３ 石 油 類

と し て 取 り 扱 う こ と 。   

  ウ  複 数 の 物 品 の 廃 油 を 混 合 す る 場 合 は ， 当 該 廃 油 の 性 状 を 確

認 試 験 に よ り 確 認 し ， 又 は 最 も 危 険 性 の 高 い 物 品 と 同 じ 性 状

と み な し て 取 り 扱 う こ と 。   

 (7) 危 険 物 で な い と さ れ た 物 品 で あ っ て も ， 破 砕 等 の 加 工 を 行 っ

た 場 合 ， 危 険 物 と し て の 性 状 を 示 す こ と が あ る た め ， 製 品 加

工 を 行 う と き は 適 切 な 段 階 で 試 験 を 行 う こ と 。 （ R3 危 33）   

２  第 １ 類 関 係   

  法 別 表 第 １ の 品 名 欄 の 第 １ 類 の 項 第 １ １ 号 に 掲 げ る 品 名 （ 前 各

号 に 掲 げ る も の の い ず れ か を 含 有 す る も の ） に 属 す る 物 品 （ 洗 剤 ，

消 毒 剤 等 ） の う ち ， 液 体 で あ る も の に つ い て は ， 第 １ 類 の 危 険 物
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と し て の 性 状 確 認 は 要 し な い こ と 。 ま た ， 法 別 表 第 １ の 品 名 欄 の

第 ６ 類 の 項 に 掲 げ ら れ て い る 品 名 に 属 さ な い 物 品 で あ る と き は ，

第 ６ 類 の 危 険 物 と し て の 性 状 確 認 も 要 し な い こ と 。 （ H1 危 64）   

３  第 ２ 類 関 係  

 (1) ア ル ミ ニ ウ ム ペ ー ス ト （ ア ル ミ ニ ウ ム 粉 と ミ ネ ラ ル ス ピ リ ッ

ト と の 混 合 物 ）  

  ア  液 体 （ 第 ４ 類 第 ３ 石 油 類 又 は 第 ４ 石 油 類 に あ っ て は ， １ 気

圧 ， ２ ０ ℃ に お い て 液 状 で あ る も の ） の 場 合   

    ア ル ミ ニ ウ ム ペ ー ス ト が ， 危 省 令 第 １ 条 の ３ 第 ５ 項 及 び 第

６ 項 に 定 め る 塗 料 類 そ の 他 の 物 品 で は な く ， か つ ， 第 ４ 類 の

引 火 点 を 測 定 す る 試 験 に お い て 引 火 性 を 示 す も の で あ る 場 合

に は ， 第 ４ 類 の 危 険 物 に 該 当 す る こ と 。   

  イ  固 体 の 場 合   

    ア ル ミ ニ ウ ム ペ ー ス ト が ， 次 の （ ア ） 又 は （ イ ） に 該 当 す

る と き は ， 第 ２ 類 の 危 険 物 に 該 当 す る こ と 。   

   (ｱ) 小 ガ ス 炎 着 火 試 験 に お い て １ ０ 秒 以 内 に 着 火 し ， か つ ，  

燃 焼 を 継 続 す る も の   

   (ｲ) セ タ 密 閉 式 引 火 点 測 定 器 に よ り 引 火 点 を 測 定 す る 試 験 に

お い て 測 定 さ れ た 引 火 点 が ４ ０ ℃ 未 満 の 温 度 で あ る も の

（ H1 危 64）   

 (2) 法 別 表 第 １ の 品 名 欄 の 第 ２ 類 の 項 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 の 品 名 に

該 当 す る 物 品   

   法 別 表 第 １ の 品 名 欄 の 第 ２ 類 の 項 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 の 品 名 に

該 当 す る 物 品 に つ い て ， 小 ガ ス 炎 着 火 試 験 に お い て 「 １ ０ 秒

以 内 に 着 火 し ， か つ ， 燃 焼 を 継 続 し 」 ， セ タ 密 閉 式 引 火 点 測

定 器 に よ り 引 火 点 を 測 定 す る 試 験 に お い て 「 引 火 点 が ４ ０ ℃

未 満 」 で あ る と き は ， 法 別 表 第 １ の 品 名 欄 の 第 ２ 類 の 項 第 ８

号 の 危 険 物 と す る こ と 。 （ H2 危 28）   

４  第 ３ 類 関 係   

 (1) 危 政 令 第 １ 条 第 ２ 項 の 「 塩 素 化 け い 素 化 合 物 」 ト リ ク ロ ロ シ

ラ ン （ Ｓ ｉ Ｈ Ｃ ｌ ３ ） は ， 「 塩 素 化 け い 素 化 合 物 」 に 該 当 す る

こ と 。 （ H1 危 114） な お ， ト リ メ チ ル ク ロ ロ シ ラ ン ， エ チ ル ト
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リ ク ロ ロ シ ラ ン は ， 「 塩 素 化 け い 素 化 合 物 」 に 該 当 し な い 。   

 (2) ト リ メ チ ル ク ロ ロ シ ラ ン   

   ト リ メ チ ル ク ロ ロ シ ラ ン は ， 「 有 機 金 属 化 合 物 （ ア ル キ ル ア

ル ミ ニ ウ ム 及 び ア ル キ ル リ チ ウ ム を 除 く 。 ） 」 に 該 当 す る が ，

自 然 発 火 性 試 験 ， 水 と の 反 応 性 試 験 に お い て 危 険 物 の 性 状 を

示 さ な い の で 第 ３ 類 の 危 険 物 に は 該 当 し な い 。   

   な お ， そ れ 自 体 は 引 火 性 を 有 す る 液 体 で あ る こ と か ら ， 第 ４

類 の 危 険 物 と な る 。 （ H2 危 105）   

 (3) 水 と の 反 応 性 試 験 に お い て 発 生 す る 可 燃 性 ガ ス   

   危 政 令 第 １ 条 の ５ 第 ６ 項 の 「 発 生 す る ガ ス が 可 燃 性 の 成 分 を

含 有 す る こ と 」 と は ， 可 燃 性 成 分 の 含 有 率 を 問 わ な い も の で

あ る こ と 。 （ H1 危 64）   

 (4) ト リ エ チ ル リ ン （ 別 名 ： ト リ エ チ ル ホ ス フ ィ ン ， 化 学 式 ：

（ Ｃ ２ Ｈ ５ ） ３ Ｐ ）   

   ト リ エ チ ル リ ン は 第 ３ 類 の 自 然 発 火 性 試 験 を 実 施 し た 場 合 ，

自 然 発 火 性 が 示 さ れ る が ， 第 ３ 類 の い ず れ の 品 名 に も 該 当 し

な い こ と か ら ， 第 ３ 類 に は 該 当 し な い 。 （ 第 ４ 類 第 １ 石 油 類

に 該 当 す る 。 ）   

   な お ， 自 然 発 火 性 を 有 し て い る こ と か ら ， 自 然 発 火 に 対 す る

安 全 性 を 確 保 さ せ る よ う 指 導 す る こ と 。   

５  第 ４ 類 関 係   

 (1) ガ ソ リ ン ， 灯 油 ， 軽 油 ， 及 び 重 油   

  ア  ガ ソ リ ン と は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ０ １ 「 工 業 ガ ソ リ ン 」 （ ４

号 （ ミ ネ ラ ル ス ピ リ ッ ト ） 及 び ５ 号 （ ク リ ー ニ ン グ ソ ル ベ ン

ト ） を 除 く 。 ） 及 び Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ０ ２ 「 自 動 車 ガ ソ リ ン 」

に 適 合 す る も の を い う こ と 。 （ ４ 号 （ ミ ネ ラ ル ス ピ リ ッ ト ）

及 び ５ 号 （ ク リ ー ニ ン グ ソ ル ベ ン ト ） は 第 ２ 石 油 類 に 該 当 す

る 。 ）   

    な お ， 「 揮 発 油 等 の 品 質 の 確 保 に 関 す る 法 律 」 の 規 格 に 適

合 し ， 販 売 さ れ て い る 「 Ｅ Ｔ Ｂ Ｅ （ エ チ ル ・ タ ー シ ャ リ ー ・

ブ チ ル エ ー テ ル ） を 含 有 し た ガ ソ リ ン 」 に つ い て は ， 法 別 表

備 考 １ ２ の 「 ガ ソ リ ン 」 に 該 当 す る も の で あ る 。 （ H20 危
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45）  

  イ  灯 油 と は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ０ ３ 「 灯 油 」 に 適 合 す る も の を

い う こ と 。  

  ウ  軽 油 と は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ０ ４ 「 軽 油 」 に 適 合 す る も の を

い う こ と 。   

  エ  重 油 と は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ０ ５ 「 重 油 」 に 適 合 す る も の を  

   い う こ と 。 （ H1 危 64）   

 (2) ギ ヤ ー 油 及 び シ リ ン ダ ー 油  

  ア  ギ ヤ ー 油 と は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ １ ９ 「 ギ ヤ ー 油 」 に 適 合 す

る も の を い う こ と 。   

  イ  シ リ ン ダ ー 油 と は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ３ ８ 「 マ シ ン 油 」 に 規

定 す る Ｉ Ｓ Ｏ  Ⅴ Ｇ ６ ８ ０ ， Ｉ Ｓ Ｏ  Ｖ Ｇ １ ０ ０ ０ 及 び Ｉ Ｓ

Ｏ  Ｖ Ｇ １ ５ ０ ０ に 適 合 す る も の を い う こ と 。 （ H2 危 105）   

 (3) ア ル コ ー ル 類   

  ア  メ タ ノ ー ル の 水 溶 液 は ， 危 省 令 第 １ 条 の ３ 第 ４ 項 第 １ 号 に

該 当 す る も の を 除 い て ， 「 ア ル コ ー ル 類 」 に 属 す る こ と 。

（ H1 危 64）   

  イ  変 性 ア ル コ ー ル の 水 溶 液 及 び 酒 類 は ， 危 省 令 第 １ 条 の ３ 第

４ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る も の を 除 い て ， 「 ア ル コ ー ル 類 」 に 属

す る こ と 。 （ H1 危 64）   

  ウ  炭 素 数 １ ～ ３ の 飽 和 一 価 ア ル コ ー ル 又 は 変 性 ア ル コ ー ル を

成 分 と し て 有 す る 物 品 に つ い て は ， こ れ ら ア ル コ ー ル 又 は 水

以 外 の 成 分 （ 第 ３ 成 分 ） の 含 有 率 が １ ０ ％ 未 満 で あ り ， 第 ３

成 分 中 に 危 険 物 に 該 当 す る 化 合 物 等 が 存 す る 場 合 に あ っ て は ，

当 該 化 合 物 等 の 割 合 が 炭 素 数 １ ～ ３ の 飽 和 一 価 ア ル コ ー ル 又

は 変 性 ア ル コ ー ル の 合 計 量 の １ ０ ％ 未 満 で あ る 場 合 に は ， 危

省 令 第 １ 条 の ３ 第 ４ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 き ， 「 ア ル

コ ー ル 類 」 に 属 す る こ と 。 （ 次 例 参 照 ） （ H2 危 57）   

成     分  ％  判           定  

エ チ ル ア ル コ ー ル  

メ チ ル ア ル コ ー ル  

ア セ ト ン   

80.0  

11.0  

 9.0  

ア ル コ ー ル 類  
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（ 注 ） ア ル コ ー ル 以 外 の 成 分 で 下 線 を 引 い た も の は ， 危 険 物 に 該 当   

  エ  危 省 令 第 １ 条 の ３ 第 ４ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 該 当 し ， 「 ア

ル コ ー ル 類 」 か ら 除 外 さ れ る 物 品 が ， 「 石 油 類 」 に 属 す る こ

と は な い こ と 。 （ H1 危 64）   

  オ  容 器 内 で ２ 層 以 上 に 分 離 し て い る 物 品 は ， 品 名 は 引 火 点 の

低 い 層 を 持 っ て 定 め ， 数 量 は ， そ れ ぞ れ の 層 の 和 と す る 。

（ S52 危 78）   

  カ  わ ず か な 量 の 危 険 物 を 容 器 内 に 密 封 す る 構 造 の 製 品 （ リ チ

エ チ ル ア ル コ ー ル  

グ リ セ リ ン   

非 危 険 物  

水   

67.0  

 5.0  

 3.0  

25.0  

ア ル コ ー ル 類  

変 性 ア ル コ ー ル  

エ チ ル ア ル コ ー ル   

変 性 剤 （ フ レ ー バ ー ）  

非 危 険 物  

水   

55.0  

48.5  

 6.5  

 9.0  

36.0  

危 省 令 第 １ 条 の ３ 第 ４ 項 第 ２ 号 に 該 当

す る 場 合 を 除 い て ， ア ル コ ー ル 類   

エ チ ル ア ル コ ー ル   

グ リ セ リ ン   

香 料   

植 物 成 分  

水   

60.0 

25.0 

微 量   

 5.0  

10.0  

石 油 類  

イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル  

プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル  

ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル  

非 危 険 物  

水   

15.0  

10.0  

 5.0  

28.0  

42.0  

 

危 省 令 １ 条 の ３ 第 ５ 項 又 は 第 ６ 項 に 該

当 す る 場 合 を 除 い て ， 石 油 類  

変 性 ア ル コ ー ル  

エ チ ル ア ル コ ー ル   

変 性 剤 （ ト ル エ ン ）  

ト ル エ ン  

メ チ ル イ ソ ブ チ ル ケ ト ン   

86.3  

85.5  

 0.8  

 1.5  

12.2  

石 油 類  
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ウ ム イ オ ン 電 池 ， 絶 縁 油 密 封 試 験 装 置 等 ） に つ い て も 危 険 物

に 該 当 す る 。 （ H8 危 48）   

  キ  除 菌 用 ウ エ ッ ト テ ィ ッ シ ュ な ど の 第 ４ 類 ア ル コ ー ル 類 が 染

み 込 ん だ 紙 で あ っ て ， 通 常 の 状 態 （ 常 温 ， 常 圧 ） に お い て 第

４ 類 ア ル コ ー ル 類 が 紙 か ら に じ み 出 な い 場 合 ， 当 該 第 ４ 類 ア

ル コ ー ル 類 が 染 み 込 ん だ 紙 は 非 危 険 物 と し て 取 り 扱 っ て 差 し

支 え な い こ と 。 （ H22 危 297）   

 (4) 判 定 試 験 関 係   

  ア  引 火 点 が １ ０ ０ ℃ 以 上 の 物 品 の 水 溶 液 の 引 火 点   

    引 火 点 が １ ０ ０ ℃ 以 上 の 物 品 の 水 溶 液 の 引 火 点 を ク リ ー ブ

ラ ン ド 開 放 式 引 火 点 測 定 器 に よ り 測 定 す る と ， 水 が 沸 騰 し ，

気 化 し た 後 ， 引 火 す る 場 合 が あ る が ， こ の 場 合 ， 当 該 水 溶 液

は ， 引 火 点 が な い も の と 解 し て 差 し 支 え な い こ と 。 （ H1 危

64）  

  イ  引 火 点 測 定 方 法   

    ク リ ー ブ ラ ン ド 開 放 式 引 火 点 試 験 に つ い て ， 現 在 の Ｊ Ｉ Ｓ  

Ｋ ２ ２ ６ ５ － ４ ： ２ ０ ０ ７ で は ， 引 火 点 測 定 時 に 液 体 に 膜 を

張 っ た 場 合 は 取 り 除 く こ と と な っ て い る が ， 危 険 物 の 試 験 及

び 性 状 に 関 す る 省 令 別 表 第 １ ０ は 従 前 の Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 の ま ま で

改 正 さ れ て い な い 。 新 た に 試 験 を 行 う も の に つ い て は ， 現 在

の Ｊ Ｉ Ｓ 基 準 に よ り 試 験 を 行 う こ と が 望 ま し い が ， 省 令 の 規

定 に よ る 試 験 結 果 も 有 効 で あ る 。   

  ウ  沸 点 及 び 発 火 点 の 測 定   

    第 ４ 類 の 危 険 物 の う ち ， 第 １ 石 油 類 ， 第 ２ 石 油 類 等 の 混 合

物 等 明 ら か に 特 殊 引 火 物 に 該 当 し な い 物 品 に つ い て は ， 沸 点

及 び 発 火 点 の 確 認 は 要 さ な い こ と 。 ま た ， 引 火 点 が － ２ ０ ℃

を 超 え る も の に つ い て は ， 沸 点 の 確 認 を 要 さ な い こ と 。 （ H2

危 28）  

  エ  液 状 確 認   

    常 温 に お い て ， 一 の 容 器 か ら 他 の 容 器 へ 容 易 に 移 し 替 え る

こ と が で き る 程 度 の 流 動 性 を 有 す る 物 品 に つ い て は ， 液 状 で

あ る こ と の 確 認 を 要 さ な い こ と 。 （ H1 危 114）  
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  オ  水 溶 性 液 体   

   (ｱ) 危 政 令 別 表 第 ３ 備 考 第 １ ０ 号 に 規 定 す る 「 均 一 な 外 観 」

の 確 認 は ， 純 水 と 物 品 が ， 二 つ の 層 に 分 離 し て 存 し な い こ

と ， 混 合 液 の 色 が 均 一 で あ る こ と 等 を 目 視 に よ り 行 う こ と 。

（ H1 危 64）   

   (ｲ) 純 水 と 緩 や か に か き 混 ぜ た 場 合 に ， 流 動 が お さ ま っ た 後 ，

数 時 間 で 二 つ の 相 に 分 離 す る よ う な 物 品 は ， 危 政 令 別 表 第

３ 備 考 第 １ ０ 号 に 規 定 す る 「 水 溶 性 液 体 」 （ 以 下 「 水 溶 性

液 体 」 と い う 。 ） に 該 当 し な い こ と 。 （ H1 危 64）   

   (ｳ) 界 面 活 性 剤 を 含 有 す る 物 品 を ， １ 気 圧 ， ２ ０ ℃ で 同 容 量

の 純 水 と 緩 や か に か き 混 ぜ た と き ， 流 動 が お さ ま っ た 後 も

混 合 液 が 均 一 な 外 観 を 維 持 す る 場 合 は ， 当 該 混 合 液 が 懸 濁

液 （ コ ロ イ ド 溶 液 ） と な る 場 合 で あ っ て も ， 当 該 物 品 は 水

溶 性 液 体 に 該 当 す る こ と 。 （ H1 危 114）   

   (ｴ) 水 と 混 合 す る と 加 水 分 解 し て 溶 解 し ， 更 に 放 置 す る と ，

縮 合 し ゲ ル 化 し て 沈 殿 す る よ う な ， 水 と 反 応 す る 物 品 は ，

水 溶 性 液 体 に 該 当 し な い こ と 。 （ H1 危 114）  

  カ  可 燃 性 液 体 量   

    可 燃 性 液 体 量 の 測 定 方 法 （ H1 危 11） は ， 成 分 組 成 が 未 知

の 物 品 に つ い て そ の 可 燃 性 液 体 量 を 当 該 測 定 方 法 に よ り 確 認

し て も 差 し 支 え な い も の と し て 定 め た も の で あ る こ と か ら ，

成 分 組 成 が 明 ら か な 物 品 に つ い て は 測 定 を 行 う 必 要 は な い 。

（ H1 危 64）  

  キ  燃 焼 点   

    燃 焼 点 の 測 定 は ， 引 火 点 が ２ １ ℃ 以 上 ７ ０ ℃ 未 満 の 物 品 で

あ る が ， 第 ２ 石 油 類 か ら 除 外 さ れ る 物 品 で あ る こ と を 確 認 す

る た め に 必 要 と な る 項 目 の 一 つ で あ る か ら ， 当 該 確 認 を 要 さ

な い 場 合 に は 燃 焼 点 の 測 定 は 要 し な い 。   

 (5) 動 植 物 油   

  ア  動 植 物 油 を 電 気 ヒ ー タ ー 又 は ス チ ー ム 等 に よ り 保 温 し て 貯

蔵 保 管 し て い る 場 合 に お い て ， 保 温 し て い る 温 度 が ４ ０ ℃ 未

満 の と き は ， 危 省 令 第 １ 条 の ３ 第 ７ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 「 常
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温 で 貯 蔵 保 管 さ れ て い る 」 場 合 に 該 当 す る こ と 。 （ H1 危 64）   

  イ  危 省 令 第 ２ ０ 条 第 １ 項 第 ２ 項 に 規 定 す る 大 気 弁 付 通 気 管 を

設 け た タ ン ク で 貯 蔵 保 管 さ れ て い る 動 植 物 油 は ， 危 省 令 第 １

条 の ３ 第 ７ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 「 加 圧 し な い で ， ････････貯

蔵 保 管 さ れ て い る も の 」 に 該 当 す る こ と 。 （ H1 危 64）   

  ウ  動 植 物 油 の 地 下 タ ン ク 等 （ 動 植 物 油 の 貯 蔵 量 が １ 万 リ ッ ト

ル 以 上 の も の ） に 附 属 し て 注 入 口 及 び 当 該 注 入 口 に 接 続 す る

配 管 ， 弁 等 が 設 け ら れ て お り ， 当 該 注 入 口 等 の 部 分 に お い て

１ 日 に 指 定 数 量 以 上 の 動 植 物 油 類 を 取 り 扱 う 場 合 に は ， 当 該

注 入 口 等 は ， 一 般 取 扱 所 と し て 規 制 す る こ と 。 （ H1 危 64）   

  エ  動 植 物 油 類 を 原 料 と し て 加 工 製 造 さ れ た 次 の よ う な 液 状 の

物 品 は ， 動 植 物 油 類 に 該 当 す る 。 （ H2 危 105）  

   (ｱ) 水 素 添 加 さ せ た も の   

   (ｲ) 複 数 の 動 植 物 油 を グ リ セ リ ン と 脂 肪 酸 に 分 解 し ， エ ス テ

ル 交 換 に よ り 元 の 動 植 物 油 と は 異 な る グ リ セ リ ド と し た も

の   

  オ  動 植 物 油 を グ リ セ リ ン と 脂 肪 酸 に 分 解 し ， グ リ セ リ ン の 代

わ り に ， し ょ 糖 ， ソ ル ビ ト ー ル ， プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル 等 を

用 い て ， し ょ 糖 脂 肪 酸 エ ス テ ル ， ソ ル ビ タ ン 脂 肪 酸 エ ス テ ル ，

プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル 脂 肪 酸 エ ス テ ル 等 と し た も の は ， 引 火

点 に 応 じ た 第 ４ 類 の 石 油 類 に 該 当 す る 。 （ H2 危 105）   

６  第 ５ 類 関 係   

  ヒ ド ラ ジ ン は ， 法 別 表 第 １ の 品 名 欄 の 第 ５ 類 の 項 第 ８ 号 に 掲 げ

る 「 ヒ ド ラ ジ ン の 誘 導 体 」 に 属 さ ず ， 第 ４ 類 の 危 険 物 に 該 当 す る

こ と 。 （ H1 危 64）   

７  第 ６ 類 関 係   

  硝 酸 － 硫 酸 の 混 酸 で ， 第 ６ 類 の 燃 焼 時 間 を 測 定 す る 試 験 を 行 う

に 当 た り ， 木 粉 の 円 錐 形 た い 積 物 に 注 ぐ と ， ニ ク ロ ム 線 で 点 火 を

す る 前 に 燃 焼 を 開 始 し て し ま う も の が あ る が ， こ の よ う な 物 品 に

つ い て は ， 危 政 令 第 １ 条 の ８ 第 ２ 項 に 定 め る 性 状 を 有 す る も の と

み な し て 差 し 支 え な い こ と 。 （ H2 危 28）   

８  火 薬 類 の 消 防 法 上 の 規 制 （ 危 政 令 第 ４ １ 条 ， 危 省 令 第 ７ ２ 条 ，
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危 険 物 の 試 験 及 び 性 状 に 関 す る 省 令 附 則 第 ２ 項 ）  

 (1) 混 合 物 で あ る 火 薬 類 に つ い て は ， 危 険 物 と し て の 性 状 を 判 断

す る た め の 適 切 な 試 験 方 法 が 確 立 さ れ て い な い こ と か ら ， 当

分 の 間 ， 法 の 規 制 対 象 外 と す る こ と 。 （ H2 危 18）   

 (2) 単 一 化 合 物 で あ る 火 薬 類 （ ト リ ニ ト ロ ト ル エ ン ， ピ ク リ ン 酸

等 ） は ， 火 薬 類 取 締 法 及 び 消 防 法 の 両 法 の 適 用 を 受 け る こ と

と な る こ と 。   

   な お ， 危 政 令 第 ４ １ 条 に よ る 特 例 の 適 用 に 留 意 す る こ と 。   

 (3) ア の 混 合 物 と は ， い わ ゆ る 工 業 的 純 品 以 外 の も の を 意 味 し ，

他 の 物 質 が 意 図 的 に 挿 入 さ れ て い る も の は ， そ の 混 合 比 率 ，

挿 入 さ れ て い る 物 質 の 種 類 を 問 わ ず 混 合 物 と 解 し て 差 し 支 え

な い こ と 。 （ H2 危 28）  

 (4) 混 合 物 で あ る 火 薬 類 と 単 一 化 合 物 で あ る 火 薬 類 と の 混 載 は 認

め ら れ る こ と 。 （ H2 危 28）    
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＜ 参 考 ＞   

各類の試験方法一覧表  

種別 試験 対象 

測定される危

険性 

方法の概要 判定基準 

第１類 

燃焼試験 

固体（粉粒

状のもの）  

酸化力の潜在

的な危険性  

①  標 準 物 質 （ 過 塩 素 酸 カ リ ウ 

ム ） と 木 粉 と の 混 合 物 （ 重 量 比

１：１）の燃焼時間を測定する。  

②  試験物品と木粉との混合物（重

量比４：１及び１：１）の燃焼時

間を測定する。  

試験物品と木粉との混合

物の燃焼時間が標準物品

と木粉との混合物の燃焼

時間と等しいか又は短い

こと  

大量燃焼試

験  

固体（粉粒

状以外のも

の）  

①  標準物質（過塩素酸カリウム）

と 木 粉 と の 混 合 物 （ 重 量 比 ２ ：

３）の燃焼時間を測定する。  

②  試験物品と木粉との混合物（体

積比１：１）の燃焼時間を測定す

る。  

試験物品と木粉との混合

物の燃焼時間が標準物品

と木粉との混合物の燃焼

時間と等しいか又は短い

こと  

落球式打撃

感度試験  

固体（粉粒

状のもの）  

衝撃に対する

敏感性  

①  標準物質（硝酸カリウム）と赤

りんの混合物に鋼球を落下させて

当該混合物が  50％の確立で爆発す

る高さ（50％爆点）を求める。  

②  試験物品と赤りんとの混合物に

①の 50％爆点から鋼球を落下させ

て当該混合物が爆発する確立を求

める。  

試験物品と赤りんとの混

合 物 の 爆 発 す る 確 立 が

50％以上であること。  

鉄管試験 

固体（粉粒

状以外のも

の）  

①  試験物品とセルロース粉との混

合物を鉄管に詰め，電気雷管で起

爆して鉄管の破裂の程度を観察す

る。  

鉄管が完全に裂けること  

第２類 

小ガス炎着

火試験  

固体 

火炎による着

火の危険性  

①  試 験 物 品 に 小 さ な 炎 を 接 触 さ

せ ， 着 火 す る ま で の 時 間 を 測 定

し，燃焼を継続するか否かを観察

10 秒以内に着火し，燃

焼を継続すること  
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する。  

引火点測定

試験  

固体 引火の危険性  

①  試験物品の引火点をセタ密閉式

引火点測定器を用いて測定する。  

引火点が測定されること  

第３類 

自然発火性

試験  

固体又は液

体  

空気中での発

火の危険性  

（固体の場合）  

①  試験物品をろ紙の中央に置き，

10 分以内に自然発火するか否かを

観察する。  

②  粉末の試験物品が①で自然発火

し な い 場 合 ， 試 験 物 品 を 落 下 さ

せ，落下中又は落下後 10 分以内に

自然発火するか否かを観察する。  

（液体の場合）  

①  試験物品を磁器に滴下して， 10

分以内に自然発火するか否かを観

察する。  

②  試験物品をろ紙に滴下して， 10

分以内に発火するか否か，又はろ

紙を焦がすか否かを観察する。  

（固体の場合）自然発火

すること  

  

  

  

  

  

 

（液体の場合）  

自然発火し，又はろ紙を

焦がすこと  

水との反応

性試験  

固体又は液

体  

水と接触して

発火し，又は

可燃性ガスを

発生する危険

性  

①  試験物品を純水を湿らせたろ紙

の中央に置き，発生するガスが自

然発火するか否かを観察する。  

②  ①で発生するガスが自然発火し

ない場合，当該ガスに火炎を近づ

けて着火するか否かを観察する。  

③  試験物品を純水を加え，１時間

当たりのガスの発生量を測定し，

当該ガスに可燃性の成分が含まれ

ているか否かを分析する。  

発生するガスが自然発火

し，若しくは着火するこ

と又は発生するガスの量

が 200Ｌ／kg･hr 以上で

あり，かつ，可燃性の成

分を含有すること。  
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第４類 

引火点測定

試験  

液体 引火の危険性  

①  試験物品の引火点をタグ密閉式

引火点測定器により測定する。  

②  ① の 引 火 点 が 80℃ を 超 え る 場

合，クリーブランド開放式引火点

測定器により試験物品の引火点を

測定する。  

③  ①の引火点が０℃以上 80℃未満

で，当該温度における試験物品の

動粘度が 10cst 以上の場合，試験

物品の引火点をセタ密閉式引火点

測定器により測定する。  

引火点が測定されること  

第５類 熱分析試験  

固体又は液

体  

爆発の危険性  

①  標準物質（ 2， 4－ジニトロトル

エン及び過酸化ベンゾイル）の発

熱開始温度及び発熱量を示差走査

熱量測定装置又は示差熱分析装置

により測定する。  

②  試験物品の発熱開始温度及び発

熱量を①で用いた装置により測定

する。  

発熱開始温度及び発熱量

が標準物質から求められ

た危険性の基準以上であ

ること  

 

圧力容器試

験  

固体又は液

体  

加熱分解の激

しさ  

① 試験物品を 1.0 ㎜のオリフィス

板を取り付けた圧力容器に入れて

加熱して，破裂板が破裂するか否

かを観察する。  

50％以上の確立で破裂す

ること  

第６類  燃焼試験 液体 

酸化力の潜在

的な危険性  

①  90％硝酸水溶液と木粉の混合物

（重力比１：１）の燃焼時間を測

定する。  

②  試験物品と木粉との混合物（重

量比４：１及び１：１）の燃焼時

間を測定する。  

試験物品と木粉との混合

物の燃焼時間が  90％硝

酸水溶液と木粉との混合

物の燃焼時間と等しいか

又は短いこと  
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別 添 １   

確認試験結果報告書  

 住  所  

 会 社 名  

（ 第 四 類 ・ 可 燃 性 液 体 類 ）   氏  名                      印  

注 ） 必 要 事 項 を 記 入 し ， 該 当 す る 項 目 を ○ で 囲 む こ と 。    （ Ａ ４ ）
  

  

 物 品 名   

  

  

製造会社

又は  

輸入会社  

住 所                   Tel 

             FAX 

名 称   

   

組成 

全 成 分 （ 化 学 名 ） 及 び そ れ ぞ れ の 含 有 率 （ 重 量 ％ ）   

     

 

 

 

試験結果  

  

引 火 点   

  タグ密閉式                 ℃ 

  クリーブランド開放式            ℃ 

  セタ密閉式                 ℃  

試

験

デ

ー

タ

は

別

添 

動 粘 度       ℃ に お い て               cＳ t・ Ｋ Ｕ     

燃 焼 点            ℃   可 燃 性 液 体 量         重 量 ％   

沸 点            ℃   発 火 点           ℃   

液 状 確 認   

液 状 確 認      ℃           秒   液 状 で あ る   

  

液 状 で な い   
 ℃ で 容 器 間 の 移 替 え が 容 易 に 可  

品名   

（○印）  

第 四 類                     （ 水 溶 性 液 体 ・ 非 水 溶 性 液 体 ）  

指 定 可 燃 物 （ 可 燃 性 液 体 類 ）  

非 危 険 物   

  

 そ の 他   

   

用 途   

連 絡 担 当 者                          Tel                          

             FAX 

  備 考   
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試験名 引火点測定試験 

試験実施日 年         月         日 

試験場所   

試験実施者   

試験条件 温度（    ℃）  湿度（    ％）  気圧（    hＰa） 

 

試験物品名 

 

  

      

  

 

試 

   

   

   

験 

   

   

  

結 

  

  

   

   

果 

       

タ グ 密 閉

式 

１回目 設定温度（     ℃）  測定値（     ℃） 

２回目 設定温度（     ℃）  測定値（     ℃） 

 平均値（     ℃）  補正値（     ℃） 

 

ク リ ー ブ

ラ ン ド 開  

放式 

１回目 設定温度（     ℃）  測定値（     ℃） 

２回目 設定温度（     ℃）  測定値（     ℃） 

 平均値（     ℃）  補正値（     ℃） 

 

セ タ 密 閉

式 

 

１回目 ℃ 

２回目 ℃ 

 平均値（     ℃）  補正値（     ℃） 

動粘度 

測定方法 Ｂ型回転粘度計・その他（            ） 

測定温度 ℃ 

１回目（    cSt） ２回目（    cSt） 平均値（    cSt） 

備考   



２－16 

 

 注 １ ）  引 火 点 及 び 動 粘 度 に つ い て ， ２ 回 を 超 え て 実 施 し た 結 果 は

別 紙  

 注 ２ ）  補 正 値 と は ， 引 火 点 測 定 時 の 気 圧 に よ る 大 気 圧 補 正 値  

 注 ３ ）  引 火 点 が 測 定 で き な い 場 合 に は ， そ の 理 由 を 備 考 欄 に 記 入

す る こ と 。   

 注 ４ ）  ２ 種 類 以 上 の 引 火 点 測 定 を 実 施 し た 場 合 に お い て ， 試 験 実

施 日 ， 試 験 実 施 場 所 ， 試 験 実 施 者 又 は 試 験 条 件 が 異 な る と き

は 試 験 デ ー タ を 別 葉 と す る こ と 。  
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 注 ）  ３ 回 を 超 え る 測 定 結 果 は 別 紙   

                      

  

試 験 名  燃 焼 点 測 定  

測 定 器 具  タ グ 開 放 式 引 火 点 測 定 器  

試 験 実 施 日  年          月          日  

試 験 場 所    

試 験 実 施 者    

試 験 条 件  温 度 （    ℃ ）  湿 度 （    ％ ）  気 圧 （    hＰ a）  

試 験 物 品 名    

 

測 定 結 果  

 

１ 回 目  ２ 回 目  ３ 回 目  平 均 値  

℃  ℃  ℃  ℃  
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  注 ）  引 火 点 が － ２ ０ ℃ 以 下 で あ る 場 合 に 測 定 す る こ と 。   

試 験 名  発 火 点 測 定  

測 定 方 法  Ａ Ｓ Ｔ Ｍ  Ｅ ６ ５ ９ ・ そ の 他 （          ）  

試 験 実 施 日  年       月       日  

試 験 場 所   

試 験 実 施 者   

試 験 条 件  温 度 （     ℃ ）  湿 度 （     ％ ）  気 圧 （     hＰ a）  

試 験 物 品 名   

測 定 結 果  ℃  

試 験 名  
沸 点 測 定  

試 験 方 法  
Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ ２ ２ ３ ３ ・ そ の 他 （          ）  

試 験 実 施 日  
年        月        日  

試 験 場 所  

 
 

試 験 実 施 者  

 
 

試 験 条 件  温 度 （     ℃ ）  湿 度 （     ％ ）  気 圧 （     hＰ a）  

 

試 験 物 品 名  

 

  

測 定 結 果  
℃  
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試 験 名  可 燃 性 液 体 量 測 定  

試 験 実 施 日  年    月    日  

試 験 場 所   

試 験 実 施 者   

試 験 条 件  温 度 （   ℃ ）  湿 度 （   ％ ）  気 圧 （ ｈ Ｐ a）  

試 験 物 品 名   

 

測  

 

 

定  

 

 

結  

 

 

果  

 引 火 点 １ ０ ０ ℃ 未 満  引 火 点 １ ０ ０ ℃ 以 上  

揮 発 成 分

の 含 有 率  

        ％  

測 定 方 法 （    ）  

        ％  

測 定 方 法 （    ）  

水 分 の 含

有 率  

        ％  

測 定 方 法 （    ）  

 

不 燃 性 溶

剤 の 含 有

率  

        ％  

測 定 方 法 （    ）  

        ％  

測 定 方 法 （    ）  

可 燃 性 液

体 の 含 有

率  

         

         ％  

          

         ％  

可 燃 性 液 体 量  

 

 注 ）  可 燃 性 液 体 量 の 測 定 は ， 組 成 が 不 明 な 物 品 に つ い て 行 う も の

で あ る こ と 。 組 成 が 明 ら か な 物 品 に つ い て は ， 当 該 物 品 を 構

成 す る 成 分 の う ち ， 第 ４ 類 の 危 険 物 に 該 当 す る も の の 含 有 率

を 合 算 し た も の を 可 燃 性 液 体 量 と す る こ と 。  
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試 験 名  液 状 確 認  

試 験 実 施 日  年        月        日  

試 験 場 所   

試 験 実 施 者   

試 験 条 件  温 度 （     ℃ ）  湿 度 （     ％ ）  気 圧 （     hＰ a）  

試 験 物 品 名   

恒 温 槽 の 温 度  ℃  

確 認 結 果  秒  
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別 添  ２   

    

 

 

                            年    月    日  

危 険 物 デ ー タ ベ ー ス 登 録 確 認 書  

   

                    危 険 物 保 安 技 術 協 会  印  

     

   

１  登 録 番 号      

２  登 録 物 品 名      

３  登 録 者 名      

４  類 ・ 品 名 ・ 性

質   

   

５  状 態     ６  引 火 点   ℃   

  


